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１　習志野市子ども・子育て会議の組織

区分 所属等 氏名

1 学識経験者 淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科教授 稲垣　美加子

2 学識経験者 横浜市立大学医学部看護学科准教授 臺　有桂

3 学識経験者 青山学院大学教育人間科学部教育学科准教授 大塚　類

4 事業従事者 市立杉の子こども園長 清水　尚代

5 事業従事者 私立幼稚園協会　青葉幼稚園長 藤本　志磨

6 事業従事者 社会福祉法人　ひこばえ　かすみ保育園　理事長 茂呂　利男

7 保護者 習志野市学童保育連絡協議会 菱田　淳一郎

8 保護者 習志野市保育所保護者会連絡会 佐々木　篤

9 保護者 習志野市立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会 武井　園恵

10 保護者 習志野市ＰＴＡ連絡協議会 三代川　寿朗

11 保護者 私立幼稚園保護者 杉田　弘幸

12
その他市長が必要と
認める者

習志野市小中学校長会（大久保東小学校長） 早山　美生

13
その他市長が必要と
認める者

習志野市民生委員・児童委員協議会 高橋　君枝

14
その他市長が必要と
認める者

習志野商工会議所　松樹印刷有限会社 飯島　松樹

15 市民 公募市民 栢　まゆみ
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２　習志野市子ども・子育て会議の趣旨・目的

習志野市子ども・子育て会議条例の制定（平成２５年７月２日公布）

「子ども・子育て支援事業計画」の策定及び子ども・子育て支援新制度の実施に向けた準備等において、子育てに関
するニーズを反映するとともに、子育て当事者や子育て支援事業者等の参画により、地域の子どもや子育て家庭の
実情を踏まえた子ども・子育て支援施策を実施するため、子ども・子育て支援法第７７条第１項の規定に基づき、子ど
も・子育て会議条例を制定し、子どもの保護者や子育て支援事業者等により組織する習志野市子ども・子育て会議を
設置いたしました。

３　会議の職務

子ども・子育て支援法第７７条１項に関すること

・子ども・子育て支援事業計画の策定、見直し、点検・評価

・次世代育成支援対策行動計画の進行管理、点検・評価　等

【子ども・子育て支援法第７７条】（抜粋）
第７７条　市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議
制の機関を置くよう努めるものとする。 （以下省略）
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【習志野市子ども・子育て会議条例第２条抜粋】
子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第７７条第１項各号に掲げる事務を処理する。

【子ども・子育て支援法第７７条各号抜粋】
（１）特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、意見を述べること
（２）特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、意見を述べること
（３）子ども・子育て支援事業計画に関し、意見を述べること
（４）子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実
施状況を調査審議すること



４　会議の進め方について

①審議事項ごとに事務
局（案）作成

②子ども・子育て会議に
て協議、修正等必要な
協議を行う。

③事務局にて、会議意
見を事務局（案）に反
映。

④修正した事務局（案）
を会議へ報告

協議議題として子ども・
子育て会議へ議題提出

【イメージ】
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必要に応じて再度協議

⑤事務局（案）の決定



５　子ども・子育て会議における協議事項及びスケジュールについて
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１月～３月４～６月 ７月～９月 １０月～１２月

習
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市
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・

子
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て

支

援

事

業

計

画

平成２５年度 平成２６年度
４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月 １月～３月

●平成２５年度

習志野市次世代

育成支援対策行

動計画（後期計

画）の評価

●ニーズ調査結果の分析

●教育・保育の「量の見込み」の検討、決定

●子どもの満足度調査実

施・集計・分析

●事業

計画案

のとり

まとめ

⇒県へ

報告、

調整

●パブリック

コメントの実

施、実施後調

整
●地域子ども・子育て支援事業の内容等の検討、決定

●教育・保育提供区域の設定の検討、決定

●計画最終調整、

計画確定

⇒県へ提出

●計画の理

念・視点

（案）の作成

●「確保方策」の検討、決定

●事業計画掲載事業の検討、決定


